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在宅における就労移行支援事業ハンドブック 

資料２ 

障害者総合支援法の対象疾病一覧(2015年３月現在) 
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在宅における就労移行支援事業ハンドブック 

資料３ 

難病者の就労支援の枠組み 

 

 

 

  



 

- 36 - 

 

在宅における就労移行支援事業ハンドブック 

資料４ 

在宅勤務による雇用について、利用できる助成金 

 

１．都道府県労働局が扱う主な助成金 

●特定求職者雇用開発助成金 

身体障害者、知的障害者又は精神障害者を公共職業安定所の紹介により、継

続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成す

るもので、雇い入れた日から１年間（重度障害者については１年６カ月間）支

給するものです。 

 

●障害者職場定着支援奨励金 

障害者の職場適応・職場定着を図るため、障害者を雇入れ、かつ、その雇用

管理を行うために必要な業務遂行上の支援を行う配置する事業主に対して支給

する奨励金です。 

 

※詳しくは、都道府県労働局へお問い合わせ下さい。 

 

 

２．独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が扱う助成金 

●障害者作業施設設置等助成金（第１種作業施設設置等助成金、第２種作業施設設置等助成金） 

 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者

の作業を容易にするために配慮・改造された施設・設備の設置・整備又は賃借

を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。  

 

●障害者介助等助成金（職場介助者の配置又は委嘱助成金） 

重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者（在宅勤務者を含む）、を雇い入れ

るか現に雇用している事業主が、これらの障害者の業務遂行のために必要な職

場介助者を配置又は委嘱する場合に、必要な費用の一部を助成するものです。

職場介助者とは、当該重度障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務等

に対する介助の業務を担当する者をいいます。  

 

 

※詳しくは、高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課等に

お問い合わせください。 
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在宅における就労移行支援のあり方研究会 

研究班委員 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

国立障害者リハビリテーションセンター病院 

         臨床研究開発部長 深津玲子 
 

特定非営利活動法人 バーチャルメディア工房ぎふ 

              理事長 上村数洋 
 

特定非営利活動法人 電気仕掛けの仕事人 

              理事長 脇 美紀子 
 

特定非営利活動法人 WEL'S新木場 

              副理事長 堀江美里 
 

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 

                       就労支援専門官 山科正寿 

             
 

事務局  社会福祉法人東京コロニー 職能開発室 

                   山崎義則 

                  堀込真理子 

(2015年3月現在) 

 

 

以上 

 

 


